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平成22年度第１回秋田市廃棄物減量等推進審議会議事録

平成22年５月26日（水）

午後２時～午後４時

秋田市議場棟第3・4委員会室

Ⅰ 次 第

１ 開 会

２ 事務局新任職員紹介

３ 環境部長あいさつ

４ 審議会会長あいさつ

５ 議事

「家庭系ごみの有料化について」

６ その他

７ 閉 会

Ⅱ 出席委員 佐藤委員、柴山委員、西川委員、石郷岡委員、上杉委員、岡部委員、藤井委員、

井出委員、北村委員、近藤委員、平川委員、三浦委員

欠席委員 ２名

事務局 佐藤環境部長、古里環境部次長、相場環境都市推進課長、佐々木ごみ減量推進

担当課長、他８名

Ⅲ 議 事

（議事に入る）

会長 審議に入る前に、今後の審議会の開催について皆さんの考えをお聞きしたい。

本日は市民意見に対する審議をして、それを踏まえて次回審議会で最終答申

のとりまとめをすることとしていたが、有料化の是非について判断しなければ

いけないことや意見が多数寄せられたことから日程が少し厳しいのではないか

と考え、当初は５回の審議を予定していたものを１回増やして６回の審議をす

ることとしたい。答申は７月上旬を予定していることから、次回開催は６月と

したいがよろしいか。

委員 （異議なし）

会長 市民意見を考慮すると、慎重に審議することが重要と考える。事務局よろし

いか。

事務局 ５回目の審議会を６月中に開催するということで日程調整をさせていただ

く。
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会長 では、審議の内容に入る。資料１について事務局から説明をお願いする。

事務局 （資料１について説明）

会長 今の説明や資料について意見、質問をお願いしたい。

委員 前回の審議会で、市民への意見聴取をするときにはわかりやすい資料を使っ

て中間報告の内容を説明するようにと発言したが、どのような資料を使って説

明したのか。当然説明があって然るべきと考えるが事務局はどのように考えて

いるのか。

会長 前回の審議会の際に、中間報告（案）の修正については、私に一任していた

だくということにしていたが。

委員 それは承知している。私もそれに賛成をした。ただ、市民にどのような資料

で説明したのか、その資料は当然ここで配られるものと思っていたが。我々が

市民へ説明した資料がどういうものかわからないということは納得がいかな

い。

会長 市民へ見せた資料でよろしいか。

委員 その資料のことである。

会長 事務局、説明願いたい。

事務局 前回の審議会で、中間報告だけでは非常にわかりにくいことから図表を使っ

て説明したほうがよいという意見をいただき、事務局のほうで説明資料という

ことで作成している。これを事前に委員へ配らなかったことに対しては非常に

申し訳なく思っている。後ほど配ることとする。

委員 資料については会長に一任してあり、特に意見はない。ただ、どういうもの

が市民に配られたのか委員がわからないというのはどうかと思う。少なくとも、

審議会で配られると思っていたので残念である。

事務局 大変申し訳ない。

会長 資料を委員へ配ればよかったのか。
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委員 資料を見せていただければ、市民がこのような資料を見てこういう意見を出

したのだろうということが納得できる。

会長 では後ほど事務局から配付していただくこととする。

事務局 承知した。大変申し訳なかった。

会長 委員もそれでよろしいか。

委員 承知した。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 この資料の中の市民からの意見で、ごみの出し方が非常にわかりにくいとい

うようなことが書かれている。私も市で出している分別の方法などが書かれて

いるパンフレットや市のホームページを見させていただいているが、市民には

どうしても知っていただかなければいけないことがかなりあると思う。ごみの

出し方が非常にわかりにくいと意見を出した市民に、どういうところがわかり

にくいのか市のほうから質問をしているのか。

会長 その意見は何ページにあるのか。また、そのことについて事務局、回答願い

たい。

委員 ８ページの周知啓発の４番にごみの具体的な出し方を教えていただきたいと

ある。市のほうで広報活動をするときに、どのようなことがわからなかったの

か知っておかなければ市民を納得させることはできないと思う。どのようなと

ころがわかりにくかったのかということを事務局で聞いているのかという質問

である。

事務局 意見聴取会で市民から質問が出た場合には、その場で回答しているが、パブ

リックコメントに対して送られてきた意見については、その内容の確認はして

いない。このような意見を踏まえ、今後の啓発の方法というものを考えなけれ

ばいけないと感じている。

委員 何がわかりにくいのかということがわからなければ、市のほうでも検討する

ことができないのではないかと思う。今すぐに確認しろとは言わないが、そう

いう進め方が大事なのではないか。
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事務局 委員ご指摘のとおりである。しかし、意見を寄せられた方の中には住所、氏

名、連絡先を書いていない場合もある。提出様式には、意見の内容が不明など

の場合に確認ができるよう住所、氏名、連絡先の記載の欄を設けてはいるが、

提出様式ではないもので寄せられた意見もある。そのため、それらについては

意見として寄せられたものとして整理させていただいた。

会長 実際にごみの出し方がわからない市民がいるのであれば、我々委員も市もさ

らに啓蒙、啓発をしていくということが大事になると思う。

そのほかに意見、質問はないか。

委員 本日の審議会は、市民意見に対する審議会の考え方を整理するということだ

が、その結果はホームページなどで市民に報告することになるのかどうか伺い

たい。

会長 事務局、回答願いたい。

事務局 そのように考えている。

委員 ホームページに掲載するだけではなく、連絡先を書いて意見を寄せられた方

には結果を郵送することや、中間報告のように市役所や市の施設で閲覧できる

ようにすることも考えているのか。

事務局 今回のパブリックコメントについては、寄せられた意見に対する審議会の考

え方を示したものを、中間報告と同様に市内７ヵ所で閲覧、入手できるように

することを考えている。

委員 広報あきたにも掲載されるのか。

事務局 広報あきたの場合、原稿の締切りが発刊の１ヵ月位前となっている。そのた

め、本日の審議会が終わったあと修正等を行い、２週間程度で公表できるとは

思うが、そのときに併せて広報あきたに掲載するというのは非常に厳しい。広

報あきたではなく、魁新聞の秋田市広報板に掲載するというのは可能かもしれ

ない。

会長 そのような方法で市民に周知をしていくということでよろしいか。

委員 意見聴取会のときは、広報あきた３月19日号に１回しか掲載されなかった。
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これは開催の１ヵ月位前であり時期的にも早すぎると思う。ホームページにつ

いても市のトップページに掲載されているのではなく、環境部のホームページ

に入ったあと、さらに審議会のページを開かなければ見ることができなくなっ

ている。審議会のページには、意見聴取会の日程や中間報告、議事録が掲載さ

れているが、そういう情報へアクセスすることができないという意見が意見聴

取会で出されていた。そのような意見を踏まえ、審議会も行政側も適切に対応

していかなければいけないと考える。意見に対する審議会の考え方を市民へ公

表する方法については、少し遅れた時期になったとしても広報あきたに掲載す

ることが必要ではないか。ホームページへの掲載も環境部のホームページに入

って審議会のページを見る市民はいないと思うので工夫したほうがいいのでは

ないか。。

会長 今の意見に対して、ほかの委員の意見があればお願いしたい。詳細を広報す

ることは無理にしても、結果を公表しているのでご覧くださいということはす

るべきだと思う。事務局、回答願いたい。

事務局 委員のご指摘を踏まえ、今後広報の方法について検討したい。

委員 検討するというのは、この審議会が終わる前にということでよろしいか。事

務局のほうで検討するといっても期限がある。

事務局 結果の公表の方法については、本日の審議会終了後に検討する。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 ３ページ目の④の有料化の目的全般についての１番、なぜ有料化なのかにつ

いて理由を明確に説明していただきたいという意見について、審議会の考え方

では20年度は目標値から離れているということで説明しているが21年度の数値

はどうだったのかということを、21年度の数値を見て案直に判断するつもりは

ないが、有料化の是非を判断する前提条件として少なくとも答申前には示して

いただきたい。

また、１ページ目の①、ごみの減量とリサイクルの推進についての意見で、

受益と負担の観点から最終負担が市民だけになるのはおかしいとあり、審議会

の考え方では、事業所のごみについてはすでに有料化を実施しているとあるが、

この意見は事業系のごみが有料化になっているということではなく、我々が商

品を買うときに容器とか包装などのごみになるものが含まれているということ

やフリーペーパーやチラシが配布されるというような社会の在り方、物の作り

方、売り方であり、それを市民が負担することがおかしいということではない
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か。そのため、審議会の考え方としては、スーパーや商工会議所と連携してレ

ジ袋の有料化について検討していくことや、企業側のほうにも包装や容器など

について考えていただくというような回答をしたほうがいいのではないか。

会長 意見募集の期間が４月だったこともあり、そのときにはまだ21年度実績は集

約できていなかったのではないか。今後は21年度実績を示すことができると考

えている。

審議会の考え方についての意見に対して事務局、回答願いたい。

事務局 委員ご指摘のとおりであり、修正する。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 ごみ袋を有料にしてどのようなメリット、デメリットがあるのかということ

を教えて頂きたい。また、市民全員が納得することは無理だと思うが、どの程

度の市民が納得してくれたらよいと考えているのか。

会長 事務局、回答願いたい。

事務局 今までの審議の中でも意見のあったことだと記憶している。デメリットにつ

いては経済的負担ということであるが、メリットについては環境に優しいとい

ったような部分で訴えることはあっても市民生活に直結した具体的なメリット

ということになると整理が難しいと考える。

また、どの程度の市民が納得すればよいと考えるかということについては、

判断が難しい。市で判断するとした場合は、まずは答申をいただくのが大前提

である。その後、答申の内容を踏まえ、今回いただいた意見のほかに、さらに

市民の意見を募集する必要もあるかと思う。また、社会、経済状況なども考慮

し、総合的に判断することになるかと思う。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 審議会についてだが、例えば２ページにごみ処理手数料の活用についての意

見があり、審議会の考え方では引き続き審議していくとあるが、審議会では、

有料化の是非に加え、その活用についてまで審議するべきものなのか。

会長 今の意見に対し、ほかの委員の意見はないか。

委員 私は、市民は手数料ということに対してかなり関心を持っていると思う。有
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料化になっても仕方がないと思っている市民は多いと思うが、手数料の使途に

ついて継続審議という書き方では市民は納得してくれないのではないか。いつ

まで審議するか、いつ審議の結果がでるのかということを示すべきではないか。

会長 手数料の活用については、具体的に施策を示すかどうかも含めて今後審議す

るものと考えているが、事務局、回答願いたい。

事務局 今回寄せられた意見については、審議会としてどのように考えるかというこ

とで整理させていただいた。手数料の活用については、資料２でその取り扱い

について整理しているので、後ほど審議していただきたい。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 手数料の活用に関しては、ごみの減量、環境美化に繋がるようなことに使っ

ていただきたいという意見は附すにしても、どのように活用するかについては、

審議会ではなく市民の選んだ議員の先生方が議論をして予算として反映させる

べきであると考える。そのため、審議会の考え方としては、案のとおりでよろ

しいのではないか。

また、先ほども委員が発言されていたが、有料化に対する市民の理解を得る

ためには、わかりやすい丁寧な言葉で説明することが必要と考える。

会長 手数料の活用については、答申の中で、具体的にではなく総論的な表現にな

ると考えるが、次回以降に審議したいと思う。

また、私も有料化を実施するとした場合には、市民への丁寧な説明が必要で

あると考えるが、事務局はどのように考えているのか。

事務局 事務局でもそのように考えている。

会長 資料１の審議を終え、資料２の審議にはいりたいと思うがよろしいか。

委員 （異議なし）

会長 資料１については、委員からの意見を踏まえ修正しなければいけないが、そ

の確認については私に一任していただきたい。よろしいか。

委員 （異議なし）

会長 事務局はよろしいか。
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事務局 承知した。

会長 資料２について事務局から説明をお願いする。

事務局 資料２の説明に入る前に、先ほど委員のほうから指摘のあった、意見聴取会

で市民へ配付した説明資料をお配りする。

（資料２について説明）

会長 今の説明について意見、質問をお願いしたい。

委員 ３番の家庭系ごみ有料化の目的について、有料化によって得られた手数料を

循環型社会や低炭素社会のために活用するとあるが、この言葉は年配の方には

難しいと思う。注釈をつけるなどの配慮をするべきではないか。

会長 事務局、回答願います。

事務局 ここで示している取り扱い（案）は、審議会の考え方を示すものであり、こ

のままの表記にするというようなことは考えていない。取り扱い（案）につい

て審議していただき了承を得られれば、ご指摘の点も踏まえ文言の整理をした

いと考えている。

会長 審議会の資料という取り扱いでよろしいのか。

事務局 取り扱い（案）は審議会での考え方を示しているものである。答申はもっと

わかりやすい文言にしたいという委員の意見だと思うがよろしいか。

委員 市民にもっと関心を持っていただくためには、ホームページも含めそういう

配慮が必要なのではないか。

会長 事務局、回答願いたい。

事務局 結果としてもっとわかりやすい文言に修正するべきとなった場合には、事務

局として対応させていただく。

会長 答申については専門的な用語も加え、それを市民に公開する場合にはわかり

やすいもので説明するということで整理したい。

そのほかに意見、質問はないか。
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委員 ４番の有料化の対象範囲のところで剪定枝を無料としているが、これに雑草

も加えたらどうか。

事務局 剪定枝については、取り扱いが非常に難しい。剪定枝が出る家庭とそうでな

い家庭があり、その観点からすると無料とすることは不公平になるかもしれな

い。しかし、現在、剪定枝をごみとして排出する場合には、袋には入れずに縛

って出すこととしている。一方、雑草についてはごみ袋に入れて出してもらっ

ている。このような現状もあり、取り扱い（案）では剪定枝を対象外としたが、

このことについても委員の皆さんで審議していただきたい。

会長 雑草については堆肥にするという方法もあることから、全て対象外とするの

はおかしいのではないか。公園などから出たものについては無料などにすると

いった対策も必要かと思う。この取り扱いについては、今後審議会で詰めてい

きたいと考えている。

そのほかに意見、質問はないか。

委員 中間報告について、３の有料化の目的の②のリサイクルの促進のところで、

資源化物は低額または無料と記載しており、４の家庭系ごみの有料化のしくみ

についての（１）の有料化の対象範囲のところでは資源化物を有料化の対象外

とすると記載されてある。審議会では、これまで資源化物を対象外とするとい

うことで審議してきていることから、答申では、低額という表現を削除し、対

象外ということで統一するべきだと思う。

会長 事務局、回答願いたい。

事務局 委員のご指摘のとおりとする。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 資料１での意見でもあったが、資料２の１のごみ処理の現状と課題について、

平成21年度のデータを加えて、有料化の必要性を説明していくことがよろしい

のではないか。

また、資料２の６の併せて実施する施策について、資源化物の収集日を増や

すとあるが、現在家庭ごみの中には20％くらい資源化物が混入しており、その

資源化物の分別を促進するためには有料化だけではなく、資源化物を出しやす

いような施策も併せて行うことが必要ではないかと考えるので、現実性を持っ

て検討していただきたい。
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会長 事務局、回答願いたい。

事務局 排出量については、現在集計中であり、例年だと７月頃にまとまっているこ

とから次回の６月の審議会で示すことは難しいかもしれないが、７月の審議会

までには間に合わせるようにしたい。

会長 そのほかに意見、質問はないか。

委員 先ほどの手数料の活用について、私はもう少し具体的に、例えば手数料収入

はどれ位になるだとか、その収入のどの位の金額を環境施策に使うのかという

ことを記載したほうがいいと思う。

会長 そのことについては、具体的な施策を示すかどうかも含めて次回に審議した

いと考える。事務局はそれでよろしいか。

事務局 了解した。

会長 これで資料２の審議を終了したいと思うがよろしいか。

委員 （異議なし）

会長 事務局は、本日の委員の意見を踏まえ、答申の素案を作成し次回の審議会の

前に委員に配付していただきたい。

事務局 承知した。

会長 次第の６、その他について何かないか。

事務局 次回は６月の開催となるが、早い時期に開催日を確定したいと考えているの

でよろしくお願いしたい。

会長 それでは、事務局のほうにマイクをお返しする。

事務局 以上をもって平成22年度第１回秋田市廃棄物減量等推進審議会を閉会する。


